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1．重大事故等対策 

1.0 重大事故等対策における共通事項 

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手

順等 

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手

順等 

1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 

1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等 

1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等 

1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

1.14 電源の確保に関する手順等 

1.15 事故時の計装に関する手順等 

1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等 

1.17 監視測定等に関する手順等 

1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

1.19 通信連絡に関する手順等 

 

2. 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他テロリズムへの

対応における事項 

2.1 可搬型設備等による対応 
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1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等 

<目 次> 

1.16.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

(2) 対応手段と設備の選定の結果

ａ．重大事故等時において運転員が中央制御室にとどまるために必要な対応手

段及び設備 

(a) 対応手段

(b) 重大事故等対処設備，設計基準対象施設，自主対策設備と資機材

ｂ．手順等 

1.16.2 重大事故等時の手順 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(1) 中央制御室換気系設備の運転手順等

ａ．交流動力電源が正常な場合の運転手順 

ｂ．全交流動力電源が喪失した場合の運転手順 

(2) 中央制御室待避室の準備手順

(3) 中央制御室の照明を確保する手順

(4) 中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順

(5) 中央制御室待避室の照明を確保する手順

(6) 中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順

(7) 中央制御室待避室でのプラントパラメータ監視装置によるプラントパラメ

ータ等の監視手順 

(8) その他の放射線防護措置等に関する手順等

ａ．炉心損傷の判断後に全面マスク等を着用する手順 

ｂ．放射線防護に関する教育等 

ｃ．重大事故等時の運転員の被ばく低減及び被ばく線量の平準化 

(9) その他の手順項目にて考慮する手順

(10) 重大事故等時の対応手段の選択

(11) 現場操作のアクセス性

(12) 操作の成立性
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1.16.2.2 汚染の持ち込みを防止するための手順等 

(1) チェンジングエリアの設置及び運用手順 

(2) 現場操作のアクセス性 

 

1.16.2.3 運転員等の被ばくを低減するための手順等 

(1) 非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順 

ａ．非常用ガス処理系起動手順 

(ａ) 交流動力電源が正常な場合の運転手順 

(ｂ) 全交流動力電源が喪失した場合の運転手順 

ｂ．非常用ガス処理系停止手順 

ｃ．原子炉建物ブローアウトパネル部の閉止手順 

(2) 現場操作のアクセス性 

 

添付資料 1.16.1  対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料 1.16.2  審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.16.3  重大事故等時における中央制御室の被ばく評価に係る事象の

選定 

添付資料 1.16.4  中央制御室待避室使用時の酸素濃度及び二酸化炭素濃度につ

いて 

添付資料 1.16.5  炉心損傷の判断基準 

添付資料 1.16.6  作業の成立性について 

添付資料 1.16.7  可搬型照明を用いた場合の中央制御室の監視操作について 

添付資料 1.16.8  チェンジングエリアについて 

添付資料 1.16.9  中央制御室内に配備する資機材の数量について 

添付資料 1.16.10 運転員等の交替要員体制の被ばく評価について 

添付資料 1.16.11 交替要員の放射線防護と移動経路について 

添付資料 1.16.12 操作手順の解釈一覧 

添付資料 1.16.13 手順のリンク先について 
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1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等 

【要求事項】 

  発電用原子炉設置者において、原子炉制御室に関し、重大事故が発生した場

合においても運転員がとどまるために必要な手順等が適切に整備されている

か、又は整備される方針が適切に示されていること。 

【解釈】 

１ 「運転員がとどまるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置（原子炉

制御室の遮蔽設計及び換気設計に加えてマネジメント（マスク及びボンベ等）

により対応する場合）又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための

手順等をいう。 

ａ）重大事故が発生した場合においても、放射線防護措置等により、運転員が

とどまるために必要な手順等を整備すること。 

ｂ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）が、代替交流電源設備からの給

電を可能とする手順等（手順及び装備等）を整備すること。 

 重大事故等が発生した場合において，運転員が中央制御室にとどまるために必

要な設備及び資機材を整備しており，ここでは，この対処設備及び資機材を活用

した手順等について説明する。 

1.16.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

重大事故等が発生した場合において，運転員が中央制御室にとどまるために

必要な対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備，設計基準事故対処設備，設計基準対象施設及び自主対

策設備※１の他に資機材※２を用いた対応手段を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべて

のプラント状況で使用することは困難であるが，プラ

ント状況によっては，事故対応に有効な設備。

※２ 資機材：防護具（全面マスク等）及びチェンジングエリア用資機材に

ついては，資機材であるため重大事故等対処設備としない。 

また，選定した重大事故等対処設備により，「技術的能力審査基準」（以下「審

査基準」という。）だけでなく，「設置許可基準規則」第五十九条及び「技術基

準規則」第七十四条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備

が網羅されていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にす

る。 
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（添付資料 1.16.1，1.16.2） 

(2) 対応手段と設備の選定の結果

「審査基準」及び「基準規則」要求により選定した対応手段と，その対応に

使用する重大事故等対処設備，設計基準事故対処設備，設計基準対象施設，自

主対策設備と資機材を以下に示す。 

なお，重大事故等対処設備，設計基準事故対処設備，設計基準対象施設，自

主対策設備及び資機材と整備する手順についての関係を第 1.16－1 表に示す。 

ａ．重大事故等時において運転員が中央制御室にとどまるために必要な対応手

段及び設備 

(a) 対応手段

重大事故等時に環境に放出された放射性物質による放射線被ばくから

運転員を防護するため，全交流動力電源が喪失した場合は，代替交流電源

設備から中央制御室用の電源を確保する手段がある。 

中央制御室の居住性を確保する設備は以下のとおり。 

・中央制御室遮蔽

・再循環用ファン

・チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン

・非常用チャコール・フィルタ・ユニット

・中央制御室換気系弁（中央制御室外気取入調節弁，中央制御室給気外

側隔離弁，中央制御室給気内側隔離弁，中央制御室排気内側隔離弁，

中央制御室排気外側隔離弁）

・中央制御室換気系ダクト

・中央制御室待避室遮蔽

・中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）

・中央制御室待避室正圧化装置（配管・弁）

・ＬＥＤライト（三脚タイプ）

・差圧計

・酸素濃度計

・二酸化炭素濃度計

・無線通信設備（固定型）

・無線通信設備（固定型）（屋外アンテナ）

・衛星電話設備（固定型）

・衛星電話設備（固定型）（屋外アンテナ）

・プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）

・常設代替交流電源設備

・代替所内電気設備

・非常用照明

・全面マスク
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・ＬＥＤライト（ランタンタイプ） 

 

中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において，

中央制御室への汚染の持ち込みを防止する手段がある。 

中央制御室への汚染の持ち込みを防止するための設備は以下のとおり。 

・防護具（全面マスク等）及びチェンジングエリア用資機材 

 

原子炉建物原子炉棟内を負圧に維持することで，重大事故等により原子

炉格納容器から原子炉建物原子炉棟内に漏えいしてくる放射性物質が原

子炉建物原子炉棟から直接環境へ放出されることを防ぎ，運転員等の被ば

くを低減する手段がある。 

運転員等の被ばくを低減するための設備は以下のとおり。 

・非常用ガス処理系排気ファン 

・前置ガス処理装置 

・後置ガス処理装置 

・非常用ガス処理系配管・弁 

・非常用ガス処理系排気管 

・原子炉建物原子炉棟 

・常設代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 

 

(b) 重大事故等対処設備，設計基準対象施設，自主対策設備と資機材 

中央制御室の居住性を確保する設備及び運転員等の被ばくを低減する

設備のうち中央制御室遮蔽，再循環用ファン，チャコール・フィルタ・ブ

ースタ・ファン，非常用チャコール・フィルタ・ユニット，中央制御室換

気系弁（中央制御室外気取入調節弁，中央制御室給気外側隔離弁，中央制

御室給気内側隔離弁，中央制御室排気内側隔離弁，中央制御室排気外側隔

離弁），中央制御室換気系ダクト，中央制御室待避室遮蔽，中央制御室待

避室正圧化装置（空気ボンベ），中央制御室待避室正圧化装置（配管・弁），

ＬＥＤライト（三脚タイプ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，

無線通信設備（固定型），無線通信設備（固定型）（屋外アンテナ），衛星

電話設備（固定型），衛星電話設備（固定型）（屋外アンテナ），プラント

パラメータ監視装置（中央制御室待避室），常設代替交流電源設備，代替

所内電気設備，非常用ガス処理系排気ファン，前置ガス処理装置，後置ガ

ス処理装置，非常用ガス処理系配管・弁，非常用ガス処理系排気管，原子

炉建物原子炉棟，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は重

大事故等対処設備として位置付ける。 
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以上の設備により，重大事故等が発生した場合においても中央制御室に

運転員がとどまることができるため，以下の設備は自主対策設備として位

置付ける。併せて，その理由を示す。 

・非常用照明 

非常用照明は設計基準対象施設であり耐震性が確保されていないが，

全交流動力電源喪失時に代替交流電源設備から給電可能であるため，

照明を確保する手段として有効である。 

なお，防護具（全面マスク等）及びチェンジングエリア用資機材に

ついては，資機材であるため重大事故等対処設備とはしない。 

 

ｂ．手順等 

上記「ａ．重大事故等時において運転員が中央制御室にとどまるために必

要な対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。ま

た，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備につい

ても整備する（第 1.16－2表，第 1.16－3表）。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応とし，事故時操作要領

書（徴候ベース）（以下「ＥＯＰ」という。），事故時操作要領書（シビアア

クシデント）（以下「ＳＯＰ」という。），ＡＭ設備別操作要領書及び原子力

災害対策手順書に定める（第 1.16－1表）。 
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1.16.2.3 運転員等の被ばくを低減するための手順等 

(1) 非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順 

ａ．非常用ガス処理系起動手順 

原子炉建物原子炉棟を負圧に維持することで，重大事故等により原子炉格

納容器から原子炉建物原子炉棟に漏えいしてくる放射性物質が原子炉建物

原子炉棟から直接環境へ放出されることを防ぎ，運転員等の被ばくを低減す

るために非常用ガス処理系を起動する手順を整備する。 

全交流動力電源喪失により非常用ガス処理系が起動できない場合は，常設

代替交流電源設備であるガスタービン発電機により非常用ガス処理系の電

源を確保する。 

常設代替交流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順

等」にて整備する。 

(a) 交流動力電源が正常な場合の運転手順 

ⅰ 手順着手の判断基準 

Ｒ／Ｂ排気（高レンジ）放射線異常高，燃料取替階放射線異常高，ド

ライウェル圧力異常高及び原子炉水位異常低（Ｌ－３）のいずれかの信

号が発生した場合。 

ⅱ 操作手順 

非常用ガス処理系を起動する手順は以下のとおり。非常用ガス処理系

の概要図を第 1.16－14図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に非常

用ガス処理系の自動起動の確認を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，非常用ガス処理系排気ファン起動によって，

ＳＧＴ排風機入口弁，ＳＧＴ入口弁及びＲ／Ｂ連絡弁が全開，ＳＧＴ

出口弁が調整開，Ｒ／Ｂ給排気隔離弁が全閉となることを確認する。 

③中央制御室運転員Ａは，非常用ガス処理系の運転が開始されたことを

非常用ガス処理系系統流量指示値の上昇及び原子炉建物外気差圧指示

値が負圧であることにより確認し当直副長に報告するとともに，原子

炉建物外気差圧指示値を規定値で維持する。非常用ガス処理系を起動

する際に原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルの開閉状態を確認

し，開放状態になっている場合は，「ｃ．原子炉建物燃料取替階ブロー

アウトパネル部の閉止手順」に従い原子炉建物ブローアウトパネル閉

止装置を閉止する。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから非常用ガス処理系の自動起動信号による起動まで５

分以内で対応可能である。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル部の中央制御室からの閉止

操作については，運転員１名にて５分以内で対応可能である。 

1.16-24

9



 

(b) 全交流動力電源が喪失した場合の運転手順 

全交流動力電源喪失等により非常用ガス処理系が自動起動しない場合

に非常用ガス処理系を手動で起動する手順を整備する。 

全交流動力電源喪失時には，非常用ガス処理系が停止中であるため，代

替交流電源設備によりＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系が受電されたこと

を確認した後，非常用ガス処理系を起動する。 

なお，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルが開放した場合は，「ｃ．

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル部の閉止手順」に従い原子炉建

物ブローアウトパネル閉止装置を閉止する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失等により，非常用ガス処理系が自動起動せず，原

子炉建物空調換気系が全停している場合。全交流動力電源喪失後には，

代替交流電源設備により緊急用Ｍ／Ｃが受電され，緊急用Ｍ／ＣからＣ

／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系が受電完了した場合。 

ⅱ 操作手順 

全交流動力電源喪失により非常用ガス処理系が停止している場合に，

非常用ガス処理系を起動する手順は以下のとおり。非常用ガス処理系の

概要図を第 1.16－14図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に非常

用ガス処理系の起動の準備を開始するよう指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて原子炉建物燃料取替階ブロー

アウトパネルの閉止確認，Ｒ／Ｂ給排気隔離弁の全閉，Ｒ／Ｂ連絡弁

の全開操作を実施し，非常用ガス処理系排気ファンを起動することに

よって，ＳＧＴ排風機入口弁及びＳＧＴ入口弁が全開，ＳＧＴ出口弁

が調整開となることを確認する。 

③中央制御室運転員Ａは，非常用ガス処理系の運転が開始されたことを

非常用ガス処理系系統流量指示値の上昇及び原子炉建物外気差圧指示

値が負圧であることにより確認し当直副長に報告するとともに，原子

炉建物外気差圧指示値を規定値で維持する。非常用ガス処理系を起動

する際に原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルの開閉状態を確認

し，開放状態になっている場合は，「ｃ．原子炉建物燃料取替階ブロー

アウトパネル部の閉止手順」に従いブローアウトパネル部を閉止する。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから非常用ガス処理系の起動まで 10 分以内で対応可能

である。 
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ｂ．非常用ガス処理系停止手順 

非常用ガス処理系が運転中に，非常用ガス処理系吸込配管付近の水素濃度

の上昇を確認した場合は，非常用ガス処理系の系統内での水素爆発を回避す

るため，非常用ガス処理系を停止する。 

(a) 手順着手の判断基準 

非常用ガス処理系吸込配管付近の水素濃度が，1.8vol%に到達した場合。 

(b) 操作手順 

非常用ガス処理系を停止する手順は以下のとおり。非常用ガス処理系の

概要図を第 1.16－14図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に非常

用ガス処理系の停止準備を開始するよう指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，非常用ガス処理系排気ファンのコントロール

スイッチを「引保持」とし，非常用ガス処理系排気ファンが停止する

ことによって，ＳＧＴ排風機入口弁，ＳＧＴ入口弁，ＳＧＴ出口弁が

全閉となることを確認する。 

③中央制御室運転員Ａは，Ｒ／Ｂ連絡弁の全閉操作を実施する。 

④中央制御室運転員Ａは，非常用ガス処理系の停止操作が完了したこと

を当直副長に報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから非常用ガス処理系の停止まで５分以内で対応可能であ

る。 

 

ｃ．原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル部の閉止手順 

原子炉建物原子炉棟は，重大事故等時においても，非常用ガス処理系によ

り，内部の負圧を確保することができる。原子炉建物原子炉棟の気密バウン

ダリの一部として原子炉建物に設置する原子炉建物燃料取替階ブローアウ

トパネルが非常用ガス処理系の運転が必要な時に開放状態となっている場

合は，内部の負圧を確保するために閉止する。 

【中央制御室からの原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル部の閉止

手順】 

(a) 手順着手の判断基準 

以下の条件がすべて成立した場合。 

・非常用ガス処理系が運転中又は起動操作が必要な場合。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリが破損した状況においては，漏えい箇所

の隔離又は原子炉圧力容器の減圧が完了している場合。 

・炉心損傷を当直副長が判断した場合※１。 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルが開放している場合。 

※１：格納容器内雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内
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のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10倍を

超えた場合，又は格納容器内雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使

用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。 

 

(b) 操作手順 

中央制御室からの原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル部を閉止

する手順は以下のとおり。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員Ａに，

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置の閉止操作を指示

する。 

②中央制御室運転員Ａは，操作スイッチにより原子炉建物燃料取替階ブ

ローアウトパネル閉止装置の閉止操作を実施する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置の

閉止操作まで５分以内で対応可能である。 

 

【現場での原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル部の閉止手順】 

(a) 手順着手の判断基準 

以下の条件がすべて成立した場合。 

・炉心が健全であることを確認した場合。 

・非常用ガス処理系が運転中又は起動操作が必要な場合。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリが破損した状況においては，漏えい箇所

の隔離又は原子炉圧力容器の減圧が完了している場合。 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルが開放している場合。 

・中央制御室からの原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置

の閉止操作ができない場合。 

(b) 操作手順 

現場での原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル部を閉止する手順

は以下のとおり。 

①当直長は，緊急時対策本部に，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパ

ネル閉止装置の閉止操作を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に原子炉建物燃料取替階ブローア

ウトパネル閉止装置の閉止操作を指示する。 

③緊急時対策要員は，原子炉建物原子炉棟の原子炉建物燃料取替階ブロ

ーアウトパネル部へ移動後，人力での操作により，原子炉建物燃料取

替階ブローアウトパネル閉止装置を閉止する。 

④緊急時対策要員は，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装

置の閉止操作完了を緊急時対策本部経由で当直長へ報告する。 
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(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員２名で実施し，作業開始を判断してから

各ブローアウトパネル閉止装置１個あたり２時間以内で対応可能である。 

 

(2) 現場操作のアクセス性 

原子炉格納容器から漏えいする空気中の放射性物質の濃度の低減のための

操作のうち現場操作が必要なものは，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネ

ル部の閉止のうち以下の操作である。 

・現場での原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル部の閉止操作 

上記操作は，原子炉建物４階での操作のため，当該箇所へのアクセスルート

を第 1.16－15 図に示す。 

（添付資料 1.16.6） 

 

上記の現場操作が必要な箇所へのアクセス性については，外部起因事象とし

て地震，地震随伴火災及び地震による内部溢水を想定した場合のアクセスルー

トの成立性についても評価し，アクセス性に影響がないことを確認した。 
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第1.16－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(１／３) 

機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

－ 

居
住
性
の
確
保 

中央制御室遮蔽 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

－ 

再循環用ファン 

チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン 

非常用チャコール・フィルタ・ユニット 

中央制御室換気系弁 

（中央制御室外気取入調節弁，中央制御室給気外側

隔離弁，中央制御室給気内側隔離弁，中央制御室排

気内側隔離弁，中央制御室排気外側隔離弁） 

中央制御室換気系ダクト 

事故時操作要領書（シビアアク

シデント） 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＭＣＲによる居住性確保」 

中央制御室待避室遮蔽 － 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

中央制御室待避室正圧化装置（配管・弁） 

事故時操作要領書（シビアアク

シデント） 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「待避室の居住性確保」 

ＬＥＤライト（三脚タイプ） 事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「中央制御室の居住性確保」 

差圧計 事故時操作要領書（シビアアク

シデント） 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＭＣＲによる居住性確保」 

「待避室の居住性確保」 

※１ 手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
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対応手段，対処設備，手順書一覧(２／３) 

機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

－ 

居
住
性
の
確
保 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「中央制御室の居住性確保」 

 

事故時操作要領書（シビアアク

シデント） 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「待避室の居住性確保」 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（固定型）（屋外アンテナ） 

ＡＭ設備別操作要領書 

「待避室の居住性確保」 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型）（屋外アンテナ） 

ＡＭ設備別操作要領書 

「待避室の居住性確保」 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 事故時操作要領書（シビアアク

シデント） 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「待避室の居住性確保」 

常設代替交流電源設備※１ 

代替所内電気設備※１ 

－ 

非常用照明 
自
主
対
策
設
備 

－ 

※１ 手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
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対応手段，対処設備，手順書一覧(３／３) 

機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

－ 

居
住
性
の
確
保 

ＬＥＤライト（ランタンタイプ） 

 

資
機
材 

事故時操作要領書（シビアアク

シデント） 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「待避室の居住性確保」 

 

－ 

汚
染
の
持
ち
込
み
防
止 

防護具（全面マスク等）及びチェンジングエリア用

資機材 

資
機
材 

原子力災害対策手順書 

「中央制御室チェンジングエ

リアの設置及び運用」 

－ 

運
転
員
等
の
被
ば
く
低
減 

非常用ガス処理系排気ファン 

前置ガス処理装置 

後置ガス処理装置 

非常用ガス処理系配管・弁 

非常用ガス処理系排気管 

原子炉建物原子炉棟 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装

置 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＧＴによる放射性物質除

去」 

 

 

常設代替交流電源設備※１ 

代替所内電気設備※１ 

－ 

※１ 手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。
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第1.16－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

 

監視計器一覧(１／４) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(1) 中央制御室換気系設備の運転手順等 

事故時操作要領書(シビアアクシデント) 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＭＣＲによる居住性確保」 

 

 

判
断
基
準 

原子炉建物内の放射線量率 
格納容器内雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

格納容器内雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

電源 

220kV第2原子力幹線1L，2L母線電圧 

66kV鹿島支線電圧 

非常用高圧母線電圧 

非常用ディーゼル発電機電圧 

信号 

Ｒ／Ｂ排気（高レンジ）放射線異常高 

燃料取替階放射線異常高 

換気系放射線異常高 

操
作 中央制御室内加圧状態の監視 中央制御室差圧 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(2) 中央制御室待避室の準備手順 

事故時操作要領書(シビアアクシデント) 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「待避室の居住性確保」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

操
作 中央制御室待避室正圧化 

中央制御室待避室差圧 

中央制御室待避室空気ボンベ圧力 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(3) 中央制御室の照明を確保する手順 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「中央制御室の居住性確保」 

判
断
基
準 

電源 

220kV第2原子力幹線1L，2L母線電圧 

66kV鹿島支線電圧 

非常用高圧母線電圧 

非常用ディーゼル発電機電圧 

操
作 ＬＥＤライト（三脚タイプ）の設置 － 
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監視計器一覧(２／４) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(4) 中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「中央制御室の居住性確保」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

操
作 中央制御室内の環境監視 

酸素濃度 

二酸化炭素濃度 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(5) 中央制御室待避室の照明を確保する手順 

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「待避室の居住性確保」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

操
作 

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）の

設置 
－ 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(6) 中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順 

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「待避室の居住性確保」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

操
作 中央制御室待避室内の環境監視 

酸素濃度 

二酸化炭素濃度 

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等 

(7) 中央制御室待避室でのプラントパラメータ監視装置によるプラントパラメータ等の監視手順 

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「待避室の居住性確保」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

操
作 プラントパラメータ監視装置の設置 － 

  

1.16-33
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監視計器一覧(３／４) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.16.2.2 汚染の持ち込みを防止するための手順等 

(1) チェンジングエリアの設置及び運用手順 

原子力災害対策手順書 

「中央制御室チェンジングエリアの設置及

び運用」 判
断
基
準 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉格納容器内の温度 ドライウェル温度（ＳＡ） 

操
作 チェンジングエリアの設置 － 

1.16.2.3 運転員等の被ばくを低減するための手順等 

(1) 非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順 

ａ．非常用ガス処理系起動手順 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＧＴによる放射性物質除去」 

判
断
基
準 

原子炉建物内の放射線量率 
原子炉棟排気高レンジモニタ 

燃料取替階モニタ 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

操
作 原子炉建物内の外気差圧 

原子炉建物外気差圧 

非常用ガス処理系系統流量 

1.16.2.3 運転員等の被ばくを低減するための手順等 

(1) 非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順 

ｂ．非常用ガス処理系停止手順 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＧＴによる放射性物質除去」 
判
断
基
準 

原子炉建物内の水素濃度 原子炉建物水素濃度 

操
作 原子炉建物内の外気差圧 

原子炉建物外気差圧 

非常用ガス処理系系統流量 

  

1.16-34
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監視計器一覧(４／４) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.16.2.3 運転員等の被ばくを低減するための手順等 

(1) 非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順 

ｃ．原子炉建物ブローアウトパネル部の閉止手順 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＧＴによる放射性物質除去」 

判
断
基
準 

非常用ガス処理系の運転状態 － 

原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧

完了確認 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉圧力 

エリア放射線モニタ 

電源 ＳＡ-Ｃ／Ｃ母線電圧 

原子炉格納容器内の放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

格納容器内雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェン

バ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉建物燃料取替階ブローアウト

パネルの開閉状態 
ブローアウトパネル開閉状態表示 

操
作 

原子炉建物ブローアウトパネル部の

閉止 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置開閉状

態表示 

1.16-35
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添付資料 1.16.2 

 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(１／４) 

 

技術的能力審査基準（1.16） 番号  設置許可基準規則（59 条） 技術基準規則（74 条） 番号 

【本文】 

発電用原子炉設置者において、原子炉制御

室に関し、重大事故が発生した場合におい

ても運転員がとどまるために必要な手順等

が整備されているか、又は整備される方針

が適切に示されていること。 ① 

【本文】 

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷

が発生した場合（重大事故等対処設備（特

定重大事故等対処施設を構成するものを

除く。）が有する原子炉格納容器の破損を

防止するための機能が損なわれた場合を

除く。）においても運転員が第二十六条第

一項の規定により設置される原子炉制御

室にとどまるために必要な設備を設けな

ければならない。 

【本文】 

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷

が発生した場合（重大事故等対処設備（特

定重大事故等対処施設を構成するものを

除く。）が有する原子炉格納容器の破損を

防止するための機能が損なわれた場合を

除く。）においても運転員が第三十八条第

一項の規定により設置される原子炉制御

室にとどまるために必要な設備を施設し

なければならない。 

① 

【解釈】 

１ 「運転員がとどまるために必要な手順

等」とは、以下に掲げる措置（原子炉制御

室の遮蔽設計及び換気設計に加えてマネジ

メント（マスク及びボンベ等）により対応

する場合）又はこれらと同等以上の効果を

有する措置を行うための手順等をいう。 

－ 

【解釈】 

１ 第５９条に規定する「重大事故等対処

設備（特定重大事故等対処施設を構成する

もの除く。）が有する原子炉格納容器の破

損を防止するための機能が損なわれた場

合」とは、第４９条、第５０条、第５１条

又は第５２条の規定により設置されるい

ずれかの設備の原子炉格納容器の破損を

防止するための機能が喪失した場合をい

う。 

【解釈】 

１ 第７４条に規定する「重大事故等対処

設備（特定重大事故等対処施設を構成する

もの除く。）が有する原子炉格納容器の破

損を防止するための機能が損なわれた場

合」とは、第６４条、第６５条、第６６条

又は第６７条の規定により設置されるい

ずれかの設備の原子炉格納容器の破損を

防止するための機能が喪失した場合をい

う。 

－ 

ａ）重大事故が発生した場合においても、

放射線防護措置等により、運転員がとどま

るために必要な手順等を整備すること。 
② 

２ 第５９条に規定する「運転員が第２６

条第１項の規定により設置される原子炉

制御室にとどまるために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備

をいう。 

２ 第７４条に規定する「運転員が第３８

条第１項の規定により設置される原子炉

制御室にとどまるために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備

をいう。 

－ ｂ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明

等）が、代替交流電源設備からの給電を可

能とする手順等（手順及び装備等）を整備

すること。 

※１ 

※１ 原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）が，

代替交流電源設備からの給電を可能とする手順等（手

順及び装備等）は，技術的能力「1.14 電源の確保に関

する手順等」で整理 

ａ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明

等）は、代替交流電源設備からの給電を可

能とすること。 

ａ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明

等）は、代替交流電源設備からの給電を可

能とすること。 
※１ 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原

子炉制御室の居住性について、次の要件を

満たすものであること。 

 

① 本規程第３７条の想定する格納容器

破損モードのうち、原子炉制御室の運転員

の被ばくの観点から結果が最も厳しくな

る事故収束に成功した事故シーケンス（例

えば、炉心の著しい損傷の後、格納容器圧

力逃がし装置等の格納容器破損防止対策

が有効に機能した場合）を想定すること。 

 

 

② 運転員はマスクの着用を考慮しても

よい。ただしその場合は、実施のための体

制を整備すること。 

 

③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただ

しその場合は、実施のための体制を整備す

ること。 

 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7 日

間で 100mSv を超えないこと。 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原

子炉制御室の居住性について、次の要件を

満たすものであること。 

 

① 設置許可基準規則解釈第３７条の想

定する格納容器破損モードのうち、原子炉

制御室の運転員の被ばくの観点から結果

が最も厳しくなる事故収束に成功した事

故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷

の後、格納容器圧力逃がし装置等の格納容

器破損防止対策が有効に機能した場合）を

想定すること。 

 

② 運転員はマスクの着用を考慮しても

よい。ただしその場合は、実施のための体

制を整備すること。 

 

③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただ

しその場合は、実施のための体制を整備す

ること。 

 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7 日

間で 100mSv を超えないこと。 

② 

ｃ）原子炉制御室の外側が放射性物質によ

り汚染したような状況下において、原子炉

制御室への汚染の持ち込みを防止するた

め、モニタリング及び作業服の着替え等を

行うための区画を設けること。 

ｃ）原子炉制御室の外側が放射性物質によ

り汚染したような状況下において、原子炉

制御室への汚染の持ち込みを防止するた

め、モニタリング及び作業服の着替え等を

行うための区画を設けること。 

③ 

ｄ）上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確

保するために原子炉格納容器から漏えい

した空気中の放射性物質の濃度を低減す

る必要がある場合は、非常用ガス処理系等

（BWR の場合）又はアニュラス空気再循環

設備等（PWR の場合）を設置すること。 

ｄ）上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確

保するために原子炉格納容器から漏えい

した空気中の放射性物質の濃度を低減す

る必要がある場合は、非常用ガス処理系等

（BWR の場合）又はアニュラス空気再循環

設備等（PWR の場合）を設置すること。 

④ 

ｅ）BWR にあっては、上記ｂ）の原子炉制

御室の居住性を確保するために原子炉建

屋に設置されたブローアウトパネルを閉

止する必要がある場合は、容易かつ確実に

閉止操作ができること。また、ブローアウ

トパネルは、現場において人力による操作

が可能なものとすること。 

ｅ）BWR にあっては、上記ｂ）の原子炉制

御室の居住性を確保するために原子炉建

屋に設置されたブローアウトパネルを閉

止する必要がある場合は、容易かつ確実に

閉止操作ができること。また、ブローアウ

トパネルは、現場において人力による操作

が可能なものとすること。 

⑤ 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(２／４) 

 

：重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 

既設 

新設 

解釈  

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に 

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

居
住
性
の
確
保 

中央制御室遮蔽 既設 

① 

② 

－ － － － － － 

再循環用ファン 既設 

チャコール・フィルタ・

ブースタ・ファン 
既設 

非常用チャコール・フィ

ルタ・ユニット 
既設 

中央制御室換気系弁（中

央制御室外気取入調節

弁，中央制御室給気外側

隔離弁，中央制御室給気

内側隔離弁，中央制御室

排気内側隔離弁，中央制

御室排気外側隔離弁） 

既設 

中央制御室換気系ダクト 既設 

中央制御室待避室遮蔽 新設 

－ － － － － － 

中央制御室待避室正圧化

装置（空気ボンベ） 
新設 

中央制御室待避室正圧化

装置（配管・弁） 
新設 

ＬＥＤライト（三脚タイ

プ） 
新設 

居住性

の確保 
非常用照明 常設 － － 

自主対
策とす
る理由

は本文
参照 

差圧計 新設 

－ － － － － － 

酸素濃度計 新設 

二酸化炭素濃度計 新設 

無線通信設備（固定型） 新設 

無線通信設備（固定型）

（屋外アンテナ） 
新設 

衛星電話設備（固定型） 新設 

衛星電話設備（固定型）

（屋外アンテナ） 
新設 

1.16-63

22



 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表(３／４) 

 

：重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 

既設 

新設 

解釈  

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に 

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

 

プラントパラメータ監視

装置（中央制御室待避室） 
新設 

       

常設代替交流電源設備 新設 

代替所内電気設備 
既設 

新設 

ＬＥＤライト（ランタン

タイプ） 
新設 

汚
染
の
持
ち 

込
み
防
止 

防護具（全面マスク等）

及びチェンジングエリア

用資機材 

新設 
① 

③ 
－ － － － － － 

運
転
員
の
被
ば
く
低
減 

非常用ガス処理系排気 

ファン 
既設 

① 

② 

④ 

⑤ 

－ － － － － － 

前置ガス処理装置 既設 

後置ガス処理装置 既設 

非常用ガス処理系配管・

弁 
既設 

非常用ガス処理系排気管 既設 

原子炉建物原子炉棟 既設 

常設代替交流電源設備 新設 

代替所内電気設備 
既設 

新設 

原子炉建物燃料取替階ブ

ローアウトパネル閉止装

置 

新設 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(４／４) 

 

技術的能力審査基準（1.16） 適合方針 

【要求事項】 

 発電用原子炉設置者において，原子

炉制御室に関し、重大事故が発生した

場合においても運転員等がとどまるた

めに必要な手順等が適切に整備されて

いるか、又は整備される方針が適切に

示されていること。 

重大事故が発生した場合においても中

央制御室換気系，非常用ガス処理系，

ＬＥＤライト（三脚タイプ）及び中央

制御室待避室等により中央制御室に運

転員がとどまるために必要な手順を整

備する。 

【解釈】 

１ 「運転員等がとどまるために必要

な手順等」とは、以下に掲げる措置（原

子炉制御室の遮蔽設計及び換気設備

に加えてマネジメント（マスク及びボ

ンベ等）により対応する場合）又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置

を行うための手順等をいう。 

－ 

ａ）重大事故が発生した場合において

も、放射線防護措置等により、運転員

等がとどまるために必要な手順等を整

備すること。 

重大事故が発生した場合においても資

機材（防護具及びチェンジングエリア

用資機材）を用いた放射線防護措置に

より中央制御室に運転員がとどまるた

めに必要な手順を整備する。 

ｂ）原子炉制御室の電源（空調及び照

明等）が、代替交流電源設備からの給

電を可能とする手順等（手順及び装備

等）を整備すること。 

中央制御室用の電源（空調及び照明等）

が，常設代替交流電源設備であるガス

タービン発電機からの給電を可能とす

る手順等（手順及び装備等）は技術的

能力「1.14 電源の確保に関する手順

等で整備する。 
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